
入学前プログラム運営業務委託プロポーザル募集要項 

 

１ プロポーザルの趣旨 

新宿区では、新宿区立小学校へ入学する児童・保護者が入学前に集まる機会等を活用して、円滑な小

学校入学を支援するため、「入学前プログラム」を実施しています。 

「入学前プログラム」の企画・運営を業務委託するにあたり、事業者から業務提案を受け、適切かつ

安全に配慮してプログラムを運営できる事業者を選定します。 

事業者の選定にあたっては、「入学前プログラム運営業務委託に係る事業者選定委員会」（以下「選定 

委員会」という。）に付託し、第１段階評価の書類選考で選ばれた事業者の中から、第２段階評価のプレ

ゼンテーション及びヒアリングによる選定を行います。 

 

２ 用語の定義 

（１）区とは、新宿区をいう。 

（２）区教委とは、新宿区教育委員会事務局をいう。 

（３）本件プロポーザルとは、「入学前プログラム運営業務委託に係るプロポーザル」をいう。 

（４）事務局とは、本件プロポーザルの事務局である、新宿区教育委員会事務局教育支援課をいう。 

（５）参加者とは、所定の申込書兼誓約書、他必要書類を提出した者をいう。 

（６）選定委員会とは、「入学前プログラム運営業務委託事業者選定委員会」をいう。 

 

３ 参加資格 

本件プロポーザルに参加するための資格は、以下の全てを満たすこととする。また、契約時までに以

下の応募資格を欠いた場合は、契約をしないことができるものとする。 

（１）会社更生法に基づく更生手続き開始の申立て、または民事再生法に基づく再生手続き開始の申 

立てがなされていないこと。 

（２）国税・地方税に滞納がないこと。また、過去３年間に滞納処分を受けていないこと。 

（３）提出された書類の記載事項に虚偽がないこと。 

（４）東京都内に本社又は営業所等があること。 

（５）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項に規定する欠格条項に該当

しないこと。 

（６）東京電子自治体共同運営電子調達サービスで新宿区の物品買入れ等競争入札参加資格を有するこ

と。 

（７）従業員等に社会保険加入資格がある場合は、加入させていること。 

（８）金融機関の取引が停止されている等、経営不振の状況にないこと。 

（９）新宿区競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱（平成１３年１０月１日１３新総財第５５０  

号）に基づく指名停止を受けていないこと。 

（１０）新宿区契約における暴力団等排除措置要綱（平成２４年２月３日２３新総契契第２２１８号）

別 表の左欄に揚げる措置要件に該当していないこと 

 



４ 配布書類 

（１）入学前プログラム運営業務委託プロポーザル募集要項 

（２）仕様書 

（３）申込書兼誓約書（第１号様式） 

（４）会社概要（第２号様式） 

（５）契約実績（第３号様式） 

（６）見積書（第４号様式） 

（７）企画提案書（第５号様式） 

（８）質問書（第６号様式） 

（９）プロポーザル参加辞退届（第７号様式） 

 

５ 参加手続き 

本件プロポーザルに参加を希望する者は、以下の各号に掲げる書類を、「１４．スケジュール （４）

書類等提出期限」に定める期限までに、事務局（１６．各種書類の提出先及び問合せ先（本件プロポー

ザル事務局）参照）へ持参にて提出すること。（郵送・電送不可。受付時間は閉庁日を除く午前８時３０

分～午後５時） 

（１０）申込書兼誓約書（第１号様式）・・・・・・１部 

（１１）会社概要（第２号様式）・・・・・・・・１０部 

（１２）契約実績（第３号様式）・・・・・・・・１０部 

（１３）見積書（第４号様式）・・・・・・・・・１０部（１部のみ押印 ９部はコピー可） 

（１４）企画提案書（第５号様式）・・・・・・・１０部 

 

６ 参加の辞退 

本件プロポーザルでは、「５．参加手続き」に定める各種書類提出後、「１２．企画提案の選定方法 （２）

第２段階評価」に掲げる審査の実施日前日（土日祝日除く）午後３時までの間、参加を辞退することが

できる。辞退する場合は、「入学前プログラム運営業務委託に係るプロポーザル参加辞退届」（第７号様

式）を事務局へ持参（来庁日時を事務局へ連絡）もしくは郵送（実施日前日（土日祝日除く）午後３時

必着）にて提出すること。 

 

７ 質問・回答 

（１）質問 

本件プロポーザルに参加を希望する者は、プロポーザルに関して質問を行うことができる。質問に

あたっては、「１４．スケジュール （２）質問受付期限」に定める期限までに「質問書」（第６号様式）

を以下のとおり提出する。 

提出方法：FAX による送信とする。FAX 番号 ０３-３２３２-１０７９ 

提出後は、確認のため、事務局へ電話にて連絡をすること。電話番号 ０３-３２３２-１０７８ 

（２）回答 

前号の質問に対する回答は、特別の事情が認められる場合を除き、「１４．スケジュール （３）質



問回答」に定める期日までに、区ホームページにて掲載する。 

 

８ 価格 

業務に見合った適正な価格を見積もること。ただし、実際の契約は、令和６年度予算額の範囲内で契

約する。 

 予定額（予算上限額） 

６，６９０，２００円（消費税等を含む） 

※見積額が予定額を上回る場合は、プロポーザル審査の対象外とする。 

 

９ 委託期間 

令和６年８月 1日から令和７年３月３１日まで 

 

１０ 委託を予定している内容    別紙「仕様書」のとおり 

 

１１ 企画提案書（第５号様式）の作成方法 

（１）A4判 縦長横書き 片面印刷 左片綴じ、使用枚数は１２枚までとする。企画提案書（第 5号 

様式）と同じ体裁・書式であれば、編集ソフト・フォントの種類は問わない。但し、企画提案書（第

5号様式）に記載の文字・枠等は全て記載すること。 

（２）事業者が特定できるような名称、ロゴマーク等は使用しないものとする。 

（３）提案書の文言の表記は、可能な限りわかりやすく平易な表現なものとする。 

（４）以下の項目について提案するものとする。別紙での提案は認めない。 

１ 企画概要 （１）当該業務における基本的な考え方・コンセプト等 

（２）事業者の特性・専門性、ノウハウ等 

２ 業務体制 （１）責任者及び従事者の人員配置・組織体制・労務管理等 

（従事者等の健康状態の把握・結核や新型コロナウイルス感染症等の

感染症における安全衛生上の対策を含む） 

（２）責任者及び従事者の資質を担保するための方策 

（３）緊急時等対応体制、区との連絡調整 

３ 業務手法 （１）事業計画及び運営計画 

（２）効果的・効率的な運営手法 

（３）独自のカリキュラム（実施プログラムを含む）、教材開発 

４ 効果予測等 当該業務の効果予測について具体的に記入する 

５ 情報管理体制 情報管理（個人情報を含む）の考え方、情報管理対策 

６ その他の提案 仕様書以外に提案できる業務等 

 

１２ 企画提案の選定方法 

選定委員会が、以下のとおり選定を行う。 

（１）第１段階評価 



選定委員会は、以下①②の合計点上位３者程度を、第２段階評価を行う事業者として選定する。た 

だし、評価基準を満たさない場合は、いずれも不採用とする。なお、参加者全員に対して評価結果を

「入学前プログラム運営業務委託に係るプロポーザル第１段階評価結果について」（第８号様式、第９

号様式） 

 により通知する。 

①企画提案書類審査  

参加者から提出された企画提案書類を、評価基準に基づき評価する。 

②コストパフォーマンス審査  

見積書の価格及び企画提案書審査を基に評価点を算出する。 

（２）第２段階評価 

第１段階評価で選定された参加事業者は、提案内容に係るプレゼンテーションを行い選定委員が評 

価基準に基づき評価する。 

プレゼンテーション及びヒアリングの出席者は、業務責任者及び同行者を合わせて最大で３名以内 

とする。 

なお、回答に時間を要すると思われる質疑及び要望事項がある場合、第１段階評価終了後に第２段 

階評価を行う事業者に対して当該事項を通知し、ヒアリングの際に回答を求めることがある。第２

段階評価は、「１４．スケジュール （６）第２段階評価」に定める日程で行う予定（変更となる場

合あり）。詳細な日時等は、第１段階評価に合格した参加者に対して別途通知する。 

（３）受託候補者の選定 

第２段階評価の各選定委員の得点順に順位付けを行い、最も多くの選定委員から「１位」に順位付

けされた１者を受託候補者として選定する。「１位」に最も多く順位付けされた者が複数いる場合は、

同率一位のうち、評価点の合計が多い方を受託候補者として選定する。また、選定後、受託候補者名

をホームページにて公表する。 

（４）選定結果の通知 

選定の結果は、「入学前プログラム運営業務委託事業者採用通知書」（第１０号様式）または「入学

前プログラム運営業務委託事業者不採用通知書」（第１１号様式）により通知する。 

 

１３ 審査項目 

(1)企画概要 業務の理解度、基本的な考え方、コンセプト、専門性等 

(2)請負実績 本業務に類似する業務の受託実績等 

(3)業務体制 責任者・従事者等の人員配置等（組織体制、賃金、労働環境、感染

症への対策を含めた安全衛生上の管理、研修、緊急時連絡対応等） 

(4)業務手法 効果的な業務遂行手法等の提案がなされているか。 

(5)業務の効果予測 業務遂行手法の適切度、効果の期待度、実現性等 

(6)情報管理体制 情報管理（個人情報を含む）の考え方、情報管理対策 

(7)価格 見積書の価格及び企画提案書審査を基に算出した評価 

（コストパフォーマンス審査） 

(8)その他 上記以外の評価すべき特記事項等 



 

１４ スケジュール 

（１） 公募掲載期間        令和６年５月 2７日（月）～令和６年６月１７日（月） 

（２） 質問受付期限        令和６年５月３１日（金）午後 5時 

（３） 質問回答          令和６年 6月４日（火）まで 

（４） 書類等提出期限       令和６年６月 1７日（月）午後 5時 

（５） 第１段階評価 結果通知   令和６年６月２４日（月）までに発送予定 

（６） 第２段階評価        令和６年７月 ８日（月）予定 

             プレゼンテーション時間１５分、質疑応答２０分予定 

（７） 第２段階評価 結果通知   令和６年７月 2９日（月）以降に発送予定 

 

１５ 留意事項 

（１） 説明会 

本件プロポーザルに係る説明会は開催しない。 

（２） 提出書類 

① 企画提案書等の提出書類については、区教委の所有物として区教委が保管し、参加者へは返却

しない。 

② 区教委は、評価、説明目的のために、提出書類の写しを作成し使用することができるものとす

るが、提出者に無断で事業者の選定以外の目的に使用しない。 

③ 提出書類について情報公開請求があった場合は、新宿区情報公開条例に基づき公開を行う。 

④ 提出期限後における提出書類の差し替え及び再提出は認めない。 

（３） 選定 

① 選定委員会の会議内容は公開しない。 

② 第２段階評価におけるプレゼンテーション内容は、企画提案書に記載した事項についてのもの

とする。また、追加資料はプレゼンテーションのスライドを印刷したもののみ配布を許可する

（印刷形式は自由）。その他の資料の追加配付は禁止する。 

③ 第２段階評価における使用機材について、パソコン、プロジェクタへの接続ケーブル等必要機

材は、参加者が負担・持参する。 

（プロジェクタ及びスクリーンは区教委にて用意） 

④ 応募は１事業者につき１案とする。 

（４） 異議申立て 

評価結果についての異議申立ては受理しない。 

（５） 提案内容の変更について 

選定された受託候補者が提案した内容については、選定の判断において重要な事項に抵触しない 

範囲で、区と受託候補者双方の協議により変更することができる。 

（６） 参加経費等 

本件プロポーザルの参加に要する経費は、参加者がこれを負担するものとし、区はいかなる経費 

も負担しない。 



（７） 適正な手続きの遵守 

提出書類等の虚偽記載の場合、無効とする。 

（８） 契約の締結について 

本件プロポーザルは、業務の受託候補者を選定するためのものであり、契約の決定は、別途行う。 

 

１６ 各種書類の提出先及び問合せ先（本件プロポーザル事務局） 

新宿区教育委員会事務局 教育支援課 地域連携・家庭教育推進係 遠藤 

（新宿区大久保３－１－２ 新宿コズミックセンター４F ℡０３―３２３２―１０7８） 


